
１章 名称および事務局
第１条  クラブの名称を、愛川ジュニアバドミントンクラブとする。
第２条  事務局は、総会で年度毎に選出されたマネージャー（クラブ会員の保護者）とする。

２章 目　的
第３条  本クラブの目的を以下のように定める。

１．  バドミントンの技術の向上をめざす。
２．  バドミントンを通じて、心身を鍛え、これからの社会を担う子供たちの人間性や社会性を育てる。
３．  その他、クラブの目的を達成するために愛川町スポーツ少年団に加盟し、スポーツ少年団の主催

する他団体との交流会や地域へのボランティア活動にも参加する。

３章 運営と役員
第４条  運 営

 本クラブはクラブ員の保護者によって運営される。
第５条  役 員

 以下に本クラブの役員を定める。
1.  監督
2.  指導者（コーチ）
3.  マネージャー（保護者１～２名）・・・事務局担当
4.  スポーツ少年団（保護者１名）
5.  神奈川県小学生バドミントン連盟理事（保護者１名）
6.  会計（保護者１名）
7.  会計監査（保護者１名）

第６条  役員会
 ３章第５条に定める役員は、毎月１回の役員連絡会を行い、クラブ運営を円滑に行うよう勤める。

第７条  役員の任期

４章 入会と入会期間
第８条  本クラブの入会は、本クラブの目的に賛同する者で、原則として小学校５年生以下とする。
第９条  入会期間は、小学校６年生になった年度の３月３１日までとする。

第１０条  監督または指導者（コーチ）が必要と認めたときは、愛川ジュニアを卒業したクラブ員を練習会に
参加させることが出来る。

５章 責 任
第１１条  本クラブの運営上の責任は、クラブ員保護者にあるものとする。
第１２条  本クラブ活動中の児童の事故については、応急措置は施すが、本クラブはそれ以降の責任を一

切もたないものとする。

６章 保護者の付き添い
第１３条  本クラブの活動に小学校低学年以下及び、チーム側で必要と判断した児童は、原則保護者同伴

とする。しかし、監督・指導者(コーチ)の判断にて低学年以下でも付き添い不必要と判断する場合
もある。

第１４条  同伴する保護者は児童が監督･指導者（コーチ）の指導に従い、怪我などの事故が起こらないよう
勤めなければならない。

第１５条  都合により同伴できない場合は、監督・指導者（コーチ）およびマネージャー・鍵当番の了承を得
なければならない。但し、自主練習は保護者付き添いが原則となる。

７章 総　会
第１６条  総会は年１回以上、３章第５条に定める役員とクラブ員の保護者によって開催する。
第１７条  本クラブの運営に関わる諸問題はマネージャーの召集によって臨時総会を開き、３章第５条に定

める役員およびクラブ員保護者の話し合いによって決定する。

８章 会費と会計年度
第１８条  会費は、定期総会にて承認された予算案にもとづいた金額とする。
第１９条  会計年度は、４月１日から始まり、翌年３月３１日までとする。
第２０条  会費は主にクラブ運営費に当てる。

○ 本規約は、平成２０年１２月２０日より施行する。
○ 平成２２年４月２５日　改訂
○ 平成２７年４月１９日　改訂

 ３章第５条に定める役員（マネージャー・スポーツ少年団・連盟理事・会計・会計監査の５役）の任期は
原則１年間とし、総会にて承認され、翌年の総会新役員承認までとする。ただし、再任は妨げない。

 運営費内訳は、シャトル代、連盟理事登録費および連盟会議への交通費、監督・指導者（コーチ）の
交通費補助金、とする。ただし、監督・指導者（コーチ）への交通費補助金は、５，０００円（一人／一月）
を上限とする。
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